
― 1 ― 

 

第 120 期  決  算  公  告 

 

 

平成 19 年６月 27 日 

 住 所 滋賀県大津市浜町１番 38 号

 株 式 会 社 滋  賀  銀  行

 
代表取締役 
頭 取 髙  田   紘  一

   

 



貸借対照表（平成19年３月31日現在）

(単位：百万円)

科　　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　　目 金　　　　額

(資産の部) (負債の部)

50,292           3,590,251        

現 金 29,717           145,821          

預 け 金 20,575           1,441,745        

129,381          37,350           

22,363           35,633           

1,012            1,848,771        

商 品 国 債 966              1,976            

商 品 地 方 債 45               78,951           

13,985           119,949          

1,354,903        14,166           

国 債 399,568          38,114           

地 方 債 126,027          34,600           

社 債 235,848          34,600           

株 式 208,332          63               

そ の 他 の 証 券 385,126          58               

2,481,394        4                

割 引 手 形 36,262           35,337           

手 形 貸 付 191,064          5,138            

証 書 貸 付 1,897,125        5,480            

当 座 貸 越 356,943          1,236            

8,460            1,875            

外 国 他 店 預 け 6,423            0                

買 入 外 国 為 替 102              6,645            

取 立 外 国 為 替 1,934            14,960           

13,373           35               

前 払 費 用 82               6,784            

未 収 収 益 6,390            235              

金 融 派 生 商 品 803              418              

そ の 他 の 資 産 6,097            14,739           

61,512           12,292           

建 物 10,105           36,625           

土 地 43,186           3,903,613        

建 設 仮 勘 定 3,563            

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 4,656            33,076           

7,967            23,946           

ソ フ ト ウ ェ ア 7,789            23,942           

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 177              3                

36,625           134,344          

△17,404         7,641            

△0 126,702          

配 当 準 備 金 2                

退 職 慰 労 積 立 金 720              

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 307              

固定資産圧縮特別勘定積立金 55               

別 途 積 立 金 114,532          

繰 越 利 益 剰 余 金 11,083           

△604            

190,762          

57,584           

△7              

11,915           

69,491           

260,254          

4,163,868        4,163,868        

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

貸 倒 引 当 金 利 益 準 備 金

投 資 損 失 引 当 金 そ の 他 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

支 払 承 諾 見 返 利 益 剰 余 金

(純資産の部)

資 本 金

無 形 固 定 資 産 資 本 剰 余 金

有 形 固 定 資 産 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

負債の部合計

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

時 効 預 金 払 戻 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

給 付 補 て ん 備 金

金 融 派 生 商 品

そ の 他 の 負 債

そ の 他 資 産 役 員 賞 与 引 当 金

未 払 法 人 税 等

未 払 費 用

前 受 収 益

外 国 為 替 従 業 員 預 り 金

売 渡 外 国 為 替

貸 出 金 未 払 外 国 為 替

そ の 他 負 債

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

借 用 金

借 入 金

外 国 為 替

金 銭 の 信 託 譲 渡 性 預 金

有 価 証 券 コ ー ル マ ネ ー

商 品 有 価 証 券 定 期 預 金

定 期 積 金

そ の 他 の 預 金

コ ー ル ロ ー ン 貯 蓄 預 金

買 入 金 銭 債 権 通 知 預 金

現 金 預 け 金 預 金

当 座 預 金

普 通 預 金
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注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２．商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。 

３．有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、

満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社・子法人等株式については

移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく

時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時価のないものについては移動平均法による原価法

又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法

により処理しております。 

４．有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の

評価は、時価法により行っております。 

５．「買入金銭債権」中の信託受益権の評価は、上記３.と同じ方法により行っております。 

６．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

７．有形固定資産の減価償却は、定率法(ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物(建物附属設備を除

く。)については定額法)を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

    建 物  ３年～50 年 

    動 産  ３年～20 年 

８．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについて

は、行内における利用可能期間(５年)に基づいて償却しております。 

９．外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

10．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

  破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及

びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書き

に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控

除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性

が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上し

ております。 

  上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上

しております。 

  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立

した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

  なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保

証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、

その金額は 21,332 百万円であります。 

11．投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券発行会社の財政状態等を勘案して必要と

認められる額を計上しております。 

12．従来、役員賞与は、利益処分により支給時に未処分利益の減少として処理しておりましたが、「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基準第４号平成 17 年 11 月 29 日)が会社法施行日以後終了する事業年度か

ら適用されることになったことに伴い、当期から同会計基準を適用し、役員に対する賞与を費用として処

理することとし、その支給見込額のうち、当期に帰属する額を役員賞与引当金として計上しております。

これにより、従来の方法に比べ営業経費は 35 百万円増加し、税引前当期純利益は同額減少しております。 
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13．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以

下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10 年)による定額法

により損益処理 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10 年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌期から損益処理 

14．役員退職慰労金は、従来支出時の費用として処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び

特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(平成 19 年４月 13

日改正日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第 42 号。以下「監査・保証実務委員会報告第 42 号」

という。)を適用し、当期からは、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に

変更しております。これにより、従来の方法に比べ営業経費は 235 百万円増加し、税引前当期純利益は同

額減少しております。 

15．一定の要件を満たす睡眠預金については、従来時効預金として負債計上を中止するとともに利益計上を

行い、預金者からの払戻請求時に費用として処理しておりましたが、「監査・保証実務委員会報告第 42

号」を適用し、当期からは、過去の支払実績等を勘案して必要と認めた額を時効預金払戻引当金として計

上する方法に変更しております。これにより、従来の方法に比べその他の経常費用は 418 百万円増加し、

税引前当期純利益は同額減少しております。 

16．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

17．金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基

準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。以下「業

種別監査委員会報告第 24 号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方

法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段であ

る金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャ

ッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証

により有効性の評価をしております。 

18．外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第

25 号。以下「業種別監査委員会報告第 25 号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ

有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う資金関連ス

ワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジシ

ョン相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。資金関連スワップ

取引とは、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われ、当該資金の調達又は運用に係る元本相当

額を直物買為替又は直物売為替とし、当該元本相当額に将来支払うべき又は支払を受けるべき金額・期日

の確定している外貨相当額を含めて先物買為替又は先物売為替とした為替スワップ取引であります。 

 なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っております。 

19．消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。 

20．関係会社の株式(及び出資)総額     2,664 百万円 

21．関係会社に対する金銭債権総額    11,231 百万円 

22．関係会社に対する金銭債務総額    25,257 百万円 

23．有形固定資産の減価償却累計額    45,494 百万円 

24．有形固定資産の圧縮記帳額      4,144 百万円  
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25．貸借対照表に計上した固定資産のほか、自動車及び電子計算機の一部については、所有権移転外ファイ

ナンス・リース契約により使用しております。 

 (1) 取得価額相当額 動 産 866 百万円  

  その他 ―百万円  

  合 計 866 百万円  

 
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によっております。 

 (2) 減価償却累計額相当額 動 産 428 百万円  

  その他 ―百万円  

  合 計 428 百万円  

 (3) 減損損失累計額相当額 動 産 ―百万円  

  その他 ―百万円  

  合 計 ―百万円  

 (4) 期末残高相当額 動 産 438 百万円  

  その他 ―百万円  

  合 計 438 百万円  

 (5) 未経過リース料期末残高相当額 １年内 167 百万円  

  １年超 270 百万円  

  合 計 438 百万円  

 
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法によっております。 

 (6) リース資産減損勘定の期末残高  ―百万円  

 (7) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

 支払リース料  154 百万円  

 リース資産減損勘定の取崩額  ―百万円  

 減価償却費相当額  154 百万円  

 減損損失  ―百万円  

 (8) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

26．貸出金のうち、破綻先債権額は 1,997 百万円、延滞債権額は 22,705 百万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行

った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)

第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であ

ります。 

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

27．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 1,641 百万円であります。 

  なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

28．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 34,566 百万円であります。 

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、

延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

29．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 60,911 百万円で

あります。 

  なお、26．から 29．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
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30．貸出債権証券化(以下「ＣＬＯ」という。なお、ＣＬＯは Collateralized Loan Obligation の略)により、

会計上売却処理をした貸出金元本の当期末残高は 16,117 百万円であります。なお、当行はＣＬＯの劣後受

益権 2,723 百万円を継続保有し、貸出金中の「証書貸付」に計上しております。 

31．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しており

ますが、その額面金額は 36,704 百万円であります。 

32．担保に供している資産は次のとおりであります。 

  担保に供している資産 

   有価証券              142,302 百万円 

  担保資産に対応する債務 

   預  金                8,227 百万円 

   債券貸借取引受入担保金        38,114 百万円 

  上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 61,541 百万円

を差し入れております。 

  また、その他の資産のうち保証金は 920 百万円であります。 

  なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しておりますが、こ

れにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。 

33．土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に

計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

   再評価を行った年月日             平成 10 年３月 31 日 

   同法律第３条第３項に定める再評価の方法   土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年３月 31

日公布政令第 119 号)第２条第３号に定める固定資産

税評価額に基づいて、近隣の公示価格を参酌する等合

理的な調整を行って算出 

   同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額            19,530 百万円 

34．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 34,600 百

万円が含まれております。 

35．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(証券取引法第２条第３項)による社債に対する当行の保

証債務の額は 11,167 百万円であります。 

  なお、当該保証債務に係る支払承諾及び支払承諾見返については、「銀行法施行規則」(昭和 57 年大蔵

省令第 10 号)別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第 38 号平成 19 年４月

17日)により改正され、平成18年４月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、

当期から相殺しております。 

  これにより、従来の方法に比べ支払承諾及び支払承諾見返は、それぞれ 11,167 百万円減少しております。 

36．１株当たりの純資産額  984 円 24 銭 

  「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号平成 14 年９月 25

日)が平成 18 年１月 31 日付で改正され、会社法施行日以後終了する事業年度から適用されることになった

ことに伴い、当期から同適用指針を適用し、１株当たり純資産額は「繰延ヘッジ損益」を含めて算出して

おります。 

これにより、従来の方法に比べ１株当たりの純資産額は２銭減少しております。 
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37．銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445 条第４項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、

当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金とし

て計上しております。 

当期における当該剰余金の配当等に係る利益準備金の計上額は、324 百万円であります。 

38．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」「地方債」

「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品国債」「商品地方債」、並びに「買入金銭債権」中の信

託受益権が含まれております。以下 42.まで同様であります。 

売買目的有価証券 

  
貸借対照表計上額 

(百万円) 

当期の損益に含まれ 

た評価差額(百万円) 
 

 売買目的有価証券 17,326 △394  

満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当ありません。 

  子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの 

    該当ありません。 

  その他有価証券で時価のあるもの 

  
取得原価 

(百万円) 

貸借対照表計 

上額(百万円) 

評価差額 

(百万円) 

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

 株式 97,625 205,461 107,835 108,274 438 

 債券 757,418 750,035 △7,382 1,424 8,806 

  国債 405,791 399,568 △6,223 262 6,485 

  地方債 126,643 126,027 △615 360 975 

  社債 224,982 224,439 △543 801 1,345 

 その他 385,865 377,190 △8,674 739 9,413 

 合計 1,240,909 1,332,687 91,778 110,437 18,658 

 なお、上記の評価差額から繰延税金負債 34,190 百万円を差し引いた額 57,588 百万円が、「その他有

価証券評価差額金」に含まれております。 

39．当期中に売却した満期保有目的の債券は次のとおりであります。 

    該当ありません。 

40．当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。 

  
売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

 その他有価証券 246,612 4,249 1,255 

41．時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであります。 

  金額(百万円)  

 満期保有目的の債券 ―  

 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式   

  子会社・子法人等株式 1,361  

  関連法人等株式 ―  

 その他有価証券   

  非上場株式 2,109  

  公募債以外の内国非上場債券 11,408  
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42．その他有価証券のうち満期があるものの期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。なお、満期保

有目的の債券はありません。 

  
１年以内 

(百万円) 

１年超５年以内 

(百万円) 

５年超 10 年以内 

(百万円) 

10 年超 

(百万円) 

 債券 91,450 360,835 247,859 61,299 

  国債 47,431 160,417 150,387 41,331 

  地方債 8,777 48,729 68,520 ― 

  社債 35,241 151,688 28,951 19,967 

 その他 1,089 120,416 154,089 46,515 

 合計 92,539 481,252 401,948 107,814 

43．金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。 

運用目的の金銭の信託 

  
貸借対照表計上額 

(百万円) 

当期の損益に含まれ 

た評価差額(百万円) 
 

 運用目的の金銭の信託 10,993 ―  

満期保有目的の金銭の信託 

該当ありません。 

  その他の金銭の信託 

  
取得原価 

(百万円) 

貸借対照表計

上額(百万円)

評価差額 

(百万円) 

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

 
その他の 

金銭の信託 
3,000 2,992 △7 ― 7 

 なお、上記の評価差額に繰延税金資産３百万円を加えた額△４百万円が、「その他有価証券評価差額金」

に含まれております。 

44．使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている有価証券が、「社債」に 1百万円含まれております。 

45．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場

合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契

約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、772,983 百万円であります。このうち原契約期間

が１年以内のもの(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)が 755,999 百万円あります。 

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが

必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒

絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要

に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている行内手

続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 



― 9 ― 

46．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

 繰延税金資産  

  貸倒引当金損金算入限度額超過額 11,873 百万円

  有価証券評価損否認 4,090  

  退職給付引当金損金算入限度額超過額 5,006  

  減価償却費損金算入限度額超過額 1,017  

  未払事業税否認 346  

  その他 5,107  

 繰延税金資産小計 27,442  

 評価性引当額 △7,748  

 繰延税金資産合計 19,694  

 繰延税金負債  

  固定資産圧縮積立金 △246  

  その他有価証券評価差額金 △34,186  

 繰延税金負債合計 △34,433  

 繰延税金負債の純額 △14,739  

47．「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号平成 17 年 12 月９日)及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号平成 17 年 12

月９日)が会社法施行日以後終了する事業年度から適用されることになったこと等から、「銀行法施行規則」

(昭和 57 年大蔵省令第 10 号)別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第

60 号平成 18 年４月 28 日)により改正され、平成 18 年４月１日以後開始する事業年度から適用されること

になったことに伴い、当期から以下のとおり表示を変更しております。 

(1) 「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本及び評価・換算差額等に区分のうえ表示しております。

なお、当期末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は 260,262 百万円であります。 

(2) 「利益剰余金」に内訳表示していた「任意積立金」及び「当期未処分利益」は、「その他利益剰余金」

の「配当準備金」、「退職慰労積立金」、「固定資産圧縮積立金」、「別途積立金」及び「繰越利益剰

余金」として表示しております。 

(3) 純額で「繰延ヘッジ利益」として「その他負債」に計上していたヘッジ手段に係る損益又は評価差額

は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」として相殺表示しております。 

(4) 「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。 

(5) 「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固定資産」又は「その他資産」に区分して表示してお

ります。 

① 「動産不動産」中の「土地建物動産」は、「有形固定資産」中の「建物」「土地」「その他の有

形固定資産」に区分表示し、「建設仮払金」は、「有形固定資産」中の「建設仮勘定」として表示

しております。 

② 「動産不動産」中の「保証金権利金」のうち権利金は、「無形固定資産」中の「その他の無形固

定資産」として、保証金は、「その他資産」中の「その他の資産」として表示しております。 

③ 「その他資産」中の「その他の資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」

中の「ソフトウェア」として表示しております。 

48．銀行法施行規則第 19 条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国際統一基準)は 12.20％

であります。 



(単位：百万円)

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

84,692        

66,167        

貸 出 金 利 息 44,496        

有 価 証 券 利 息 配 当 金 20,888        

コ ー ル ロ ー ン 利 息 452           

預 け 金 利 息 18            

そ の 他 の 受 入 利 息 311           

12,481        

受 入 為 替 手 数 料 3,984         

そ の 他 の 役 務 収 益 8,497         

2,051         

外 国 為 替 売 買 益 407           

商 品 有 価 証 券 売 買 益 60            

国 債 等 債 券 売 却 益 1,580         

そ の 他 の 業 務 収 益 2             

3,992         

株 式 等 売 却 益 2,677         

金 銭 の 信 託 運 用 益 97            

そ の 他 の 経 常 収 益 1,217         

69,746        

9,296         

預 金 利 息 5,379         

譲 渡 性 預 金 利 息 298           

コ ー ル マ ネ ー 利 息 1,231         

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 1,348         

借 用 金 利 息 822           

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 27            

そ の 他 の 支 払 利 息 188           

3,744         

支 払 為 替 手 数 料 680           

そ の 他 の 役 務 費 用 3,063         

5,604         

国 債 等 債 券 売 却 損 1,630         

国 債 等 債 券 償 還 損 186           

金 融 派 生 商 品 費 用 3,784         

そ の 他 の 業 務 費 用 3             

44,150        

6,950         

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,777         

貸 出 金 償 却 3,319         

株 式 等 売 却 損 338           

株 式 等 償 却 97            

金 銭 の 信 託 運 用 損 50            

そ の 他 の 経 常 費 用 1,367         

14,945        

2,719         

固 定 資 産 処 分 益 1,581         

償 却 債 権 取 立 益 1,138         

3,380         

固 定 資 産 処 分 損 66            

減 損 損 失 3,313         

14,285        

7,028         

△1,313       

8,570         

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

 
平成18年４月１日から

平成19年３月31日まで
損益計算書
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注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２．関係会社との取引による収益 

   資金運用取引に係る収益総額                  196 百万円 

   役務取引等に係る収益総額                 167 百万円 

   その他業務・その他経常取引に係る収益総額          48 百万円 

  関係会社との取引による費用 

  資金調達取引に係る費用総額                  269 百万円 

  役務取引等に係る費用総額                 496 百万円 

  その他業務・その他経常取引に係る費用総額       1,839 百万円 

３．１株当たり当期純利益金額                       32 円 40 銭 

４．当期において、以下の資産について減損損失を計上しております。 

  減損損失を認識した資産又は資産グループ及び種類毎の減損損失額 

 地 域 主な用途 種  類 減損損失額 

 滋賀県内 営業用資産(２カ所) 土地・建物・動産 85 百万円 

 滋賀県外 営業用資産(１カ所) 土地・建物・動産 2,176 百万円 

 滋賀県内 共用資産(１カ所) 土地・建物・動産 1,051 百万円 

 上記の資産は、継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下により、資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

  資産グループの概要及びグルーピングの方法 

資産の区分 資産グループの概要 グルーピングの方法 

遊休資産 店舗・社宅跡地等 各々が独立した資産としてグルーピング 

営業用資産 営業の用に供する資産 原則、営業店単位 

ただし、母店との相互補完関係が強い出張所は母

店と一緒にグルーピング 

共用資産 銀行全体に関連する資産 

(本部、事務センター、寮社宅

等) 

銀行全体を一体としてグルーピング 

  回収可能価額 

 当期の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方の

金額であり、正味売却価額は不動産鑑定評価額等より処分費用見込額を控除して、使用価値は将来キ

ャッシュ・フローを５％で割り引いて、それぞれ算定しております。 
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５．関連当事者との取引 

①親会社 

該当ありません。 

②子会社 

 
会社等の名称 

議決権等の 
所有(被所 
有 ) 割 合 

取引の 
内 容 

取引金額
(百万円)

科目 
期末残高 
(百万円) 

取 引 条 件 及 び
取引条件の決定方針

 

 

 

 

 

株 式 会 社 
滋賀ディー 
シーカード 

所有 
45.00％ 
[88.00％]

資金の貸付
(純額) 
利息の受取 
手数料等の
受取 
保証料の支
払 

59
49

59

122

当座貸越 
未収収益 
未払費用 
前受収益 

2,775 
5 
13 
0 

同社に対する資金の
貸付については、市
場金利を勘案して一
般的取引条件と同様
に決定しておりま
す。 

 

 

 

 

株式会社し 
がぎんジェ 
ーシービー 

所有 
47.50％ 
[93.33％]

資金の貸付
(純額) 
利息の受取 
手数料等の
受取 

△100
31

41

当座貸越 
未収収益 
前受収益 
未払費用 

1,650 
11 
5 
0 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

し が ぎ ん 
リ ー ス ･ 
キャピタル 
株 式 会 社 

所有 
4.98％ 
[37.45％]

資金の貸付
(純額) 
社債の引受
(純額) 
利息の受取 
手数料等の
受取 
リース料の
支払他 

△2,017

△200
112

32

173

証書貸付 
当座貸越 
社債 
未収収益 
前受収益 
未払費用 

3,685 
2,500 
600 
2 
21 
0 

同上 

 

 

 

 

S h i g a 
Preferred 
C a p i t a l 
C a y m a n 
L i m i t e d 

所有 
100.00％ 

資金の借入
(純額) 
利息の支払 

20,600
266

借入金 
未払費用 

20,600 
111 

同社からの資金の借
入については、市場
金利を勘案して一般
的取引条件と同様に
決定しております。

(注) １．「議決権等の所有割合」欄の[ ]内は、子会社による間接所有割合を含む所有割合であります。 

２.「取引の内容」欄の資金の貸付(純額)及び社債の引受(純額)ならびに支払保証(純額)について

は、当期末残高と前期末残高の純増減額を記載しております。以下、本項において同様であり

ます。 

③親会社の子会社 

該当ありません。 

④その他の関係会社ならびにその他の関係会社の親会社及び子会社 

該当ありません。 

⑤関連会社及び関連会社の子会社 

該当ありません。 

⑥主要株主及びその近親者 

該当ありません。 

⑦役員及びその近親者 

 

 
氏名 

議決権等の 
被所有割合 

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目 
期末残高 
(百万円) 

取 引 条 件 及 び
取引条件の決定方針

 

 

 

 

山陰千代子 ― 
資金の貸付
(純額) 
利息の受取 

△7
4

証書貸付 
未収収益 

186 
0 

同人に対する証書貸
付の金利は、市場金
利を勘案して一般的
取引条件と同様に決
定しております。 
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⑧役員及びその近親者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合の当該会社

等 

 
会社等の名称 

議決権等の 
所有(被所 
有 ) 割 合 

取引の 
内 容 

取引金額
(百万円)

科目 
期末残高 
(百万円) 

取 引 条 件 及 び
取引条件の決定方針

 

 

 

 

 

西 川 産 業 
株 式 会 社 

被所有 
0.04％ 

資金の貸付
(純額) 
利息の受取
他 

295

10

証書貸付 
当座貸越 
未収収益 
前受収益 

500 
645 
0 
0 

同社に対する資金の
貸付については、市
場金利を勘案して一
般的取引条件と同様
に決定しておりま
す。 

 

 

 

 

 

西 川 
リ ビ ン グ 
株 式 会 社 

被所有 
0.36％ 

資金の貸付
(純額) 
支払保証 
(純額) 
利息の受取
他 

△277

△86

15

証書貸付 
当座貸越 
支払承諾見
返 
未収収益 
前受収益 

959 
500 
 
178 
2 
0 

同上 
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第 120 期  決  算  公  告 

 

 

平成 19 年６月 27 日 

 住 所 滋賀県大津市浜町１番 38 号

 株 式 会 社 滋  賀  銀  行

 
代表取締役 
頭 取 髙  田   紘  一

   

 

 

連結貸借対照表等の作成方針 
 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等        15 社 

会社名 

しがぎんビジネスサービス株式会社 

滋賀柏原代理店株式会社 

しがぎん不動産株式会社 

滋賀余呉代理店株式会社 

しがぎんキャッシュサービス株式会社 

しがぎんアシスタントサービス株式会社 

滋賀朽木代理店株式会社 

滋賀西浅井代理店株式会社 

滋賀保証サービス株式会社 

Shiga Preferred Capital Cayman Limited 

しがぎんコンピュータサービス株式会社 

株式会社しがぎん経済文化センター 

株式会社滋賀ディーシーカード 

しがぎんリース・キャピタル株式会社 

株式会社しがぎんジェーシービー 

なお、Shiga Preferred Capital Cayman Limited は、設立により当連結会計年度から連結の範囲に

含めております。 
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② 非連結の子会社及び子法人等 

会社等の名称 

滋賀ベンチャー２号投資事業有限責任組合 

滋賀ベンチャー３号投資事業有限責任組合 

滋賀ベンチャー４号投資事業有限責任組合 

 非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持

分に見合う額)及び繰延ヘッジ損益(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の

財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から

除外しております。 

 

(2) 持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 

該当ありません。 

 

② 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 

会社等の名称 

滋賀ベンチャー２号投資事業有限責任組合 

滋賀ベンチャー３号投資事業有限責任組合 

滋賀ベンチャー４号投資事業有限責任組合 

 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、当期純損益(持分に見合う額) 、利益

剰余金(持分に見合う額)及び繰延ヘッジ損益(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても

連結貸借対照表等に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

 

(3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

３月末日    15 社 

 

(4) 連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しており

ます。 

 

(5) のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

 



連結貸借対照表（平成19年３月31日現在）

(単位：百万円)

科　　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　　目 金　　　　額

(資産の部) (負債の部)

50,322           3,585,802        

129,381          119,949          

22,363           14,166           

1,012            38,114           

13,999           21,552           

1,355,021        63               

2,473,464        44,377           

8,460            35               

22,106           6,846            

76,255           251              

建 物 10,407           418              

土 地 43,307           40               

建 設 仮 勘 定 3,563            14,743           

そ の 他 の 有 形 固定 資産 18,975           12,292           

8,014            59               

ソ フ ト ウ ェ ア 7,830            36,625           

そ の 他 の 無 形 固定 資産 184              3,895,338        

315              

36,625           33,076           

△17,981         23,966           

△23             135,261          

△604            

191,700          

57,635           

△7              

11,915           

69,543           

22,753           

283,997          

4,179,335        4,179,335        資産の部合計 負債及び純資産の部合計

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

少 数 株 主 持 分

純資産の部合計

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

そ の 他有 価証 券評 価差 額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

資 本 剰 余 金貸 倒 引 当 金

利 益 剰 余 金投 資 損 失 引 当 金

(純資産の部)繰 延 税 金 資 産

資 本 金支 払 承 諾 見 返

無 形 固 定 資 産 負 の の れ ん

支 払 承 諾

負債の部合計

時 効 預 金 払 戻 引 当 金

利 息 返 還 損 失 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

再 評 価に 係る 繰延 税金 負債

そ の 他 資 産 退 職 給 付 引 当 金

有 形 固 定 資 産 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

貸 出 金 そ の 他 負 債

外 国 為 替 役 員 賞 与 引 当 金

金 銭 の 信 託 借 用 金

有 価 証 券 外 国 為 替

買 入 金 銭 債 権 コ ー ルマ ネー 及び 売渡 手形

商 品 有 価 証 券 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

現 金 預 け 金 預 金

コールローン及び買入手形 譲 渡 性 預 金
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注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２．当行の保有する商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っ

ております。 

３．有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、

満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち時価のある

ものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時

価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有

価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

４．当行の保有する有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されて

いる有価証券の評価は、時価法により行っております。 

  連結される子会社及び子法人等の保有する金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価

は、上記３.と同じ方法により行っております。 

５．当行の保有する「買入金銭債権」中の信託受益権の評価は、上記３.と同じ方法により行っております。 

６．当行のデリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

７．当行の有形固定資産の減価償却は、定率法(ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物(建物附属設

備を除く。)については定額法)を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

    建  物   ３年～50 年 

    動  産   ３年～20 年 

  連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定

率法により償却しております。 

８．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについて

は、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間(主として５年)に基づいて償却して

おります。 

９．当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

10．当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

  破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及

びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書き

に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控

除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性

が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上し

ております。 

  上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上

しております。 

  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立

した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

  なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保

証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、

その金額は 21,332 百万円であります。 

  連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必

要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

それぞれ引き当てております。 

11．投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券発行会社の財政状態等を勘案して必要と

認められる額を計上しております。 
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12．従来、役員賞与は、利益処分により支給時に未処分利益の減少として処理しておりましたが、「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基準第４号平成 17 年 11 月 29 日)が会社法施行日以後終了する事業年度か

ら適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準を適用し、役員に対する賞与を費

用として処理することとし、その支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を役員賞与引当金とし

て計上しております。これにより、従来の方法に比べ営業経費は 35 百万円増加し、税金等調整前当期純利

益は同額減少しております。 

13．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処

理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として 10 年)による

定額法により損益処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として

10 年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益

処理 

14．役員退職慰労金は、従来支出時の費用として処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び

特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(平成 19 年４月 13

日改正日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第 42 号。以下「監査・保証実務委員会報告第 42 号」

という。)を適用し、当連結会計年度からは、内規に基づく年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計

上する方法に変更しております。これにより、従来の方法に比べ営業経費は 251 百万円増加し、税金等調

整前当期純利益は同額減少しております。 

15．一定の要件を満たす睡眠預金については、従来時効預金として負債計上を中止するとともに利益計上を

行い、預金者からの払戻請求時に費用として処理しておりましたが、「監査・保証実務委員会報告第 42

号」を適用し、当連結会計年度からは、過去の支払実績等を勘案して必要と認めた額を時効預金払戻引当

金として計上する方法に変更しております。これにより、従来の方法に比べその他の経常費用は 418 百万

円増加し、税金等調整前当期純利益は同額減少しております。 

16．利息の返還については、従来、債務者からの返還請求時に費用として処理しておりましたが、「消費者

金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」(平成 18 年 10 月 13

日日本公認会計士協会業種別委員会報告第 37 号)を適用し、当連結会計年度からは、過去の返還実績等を

勘案して将来の返還に必要と認めた額を利息返還損失引当金として計上しております。これにより、従来

の方法に比べ営業経費は 40 百万円増加し、税金等調整前当期純利益は同額減少しております。 

17．当行並びに連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

18．当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品

会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。

以下「業種別監査委員会報告第 24 号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ

手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。ま

た、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関

係の検証により有効性の評価をしております。 

19．当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ

る外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報

告第 25 号。以下「業種別監査委員会報告第 25 号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘ

ッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う資金関

連スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポ

ジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 
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資金関連スワップ取引とは、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われ、当該資金の調達又は

運用に係る元本相当額を直物買為替又は直物売為替とし、当該元本相当額に将来支払うべき又は支払を受

けるべき金額・期日の確定している外貨相当額を含めて先物買為替又は先物売為替とした為替スワップ取

引であります。 

 なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っております。 

20．当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処

理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の

費用に計上しております。 

21．関係会社の株式(及び出資)総額(連結子会社及び連結子法人等の株式(及び出資)を除く) 1,386 百万円 

22．有形固定資産の減価償却累計額   74,176 百万円 

23．有形固定資産の圧縮記帳額      4,144 百万円 

24．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、自動車の一部については、所有権移転外ファイナンス・リ

ース契約により使用しております。 

 (1) 取得価額相当額 動 産 55 百万円  

  その他 ―百万円  

  合 計 55 百万円  

 
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料年度末残高が有形固定資産の年度末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によっております。 

 (2) 減価償却累計額相当額 動 産 17 百万円  

  その他 ―百万円  

  合 計 17 百万円  

 (3) 減損損失累計額相当額 動 産 ―百万円  

  その他 ―百万円  

  合 計 ―百万円  

 (4) 年度末残高相当額 動 産 37 百万円  

  その他 ―百万円  

  合 計 37 百万円  

 (5) 未経過リース料年度末残高相当額 １年内 6 百万円  

  １年超 30 百万円  

  合 計 37 百万円  

 
(注) 未経過リース料年度末残高相当額は、未経過リース料年度末残高が有形固定資産の年度末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。 

 (6) リース資産減損勘定年度末残高  ―百万円  

 (7) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

 支払リース料  6 百万円  

 リース資産減損勘定の取崩額  ―百万円  

 減価償却費相当額  6 百万円  

 減損損失  ―百万円  

 (8) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

25．貸出金のうち、破綻先債権額は 2,015 百万円、延滞債権額は 22,785 百万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行

った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)

第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であ

ります。 

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 
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26．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 1,646 百万円であります。 

  なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

27．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 34,613 百万円であります。 

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、

延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

28．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 61,060 百万円で

あります。 

  なお、25．から 28．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

29．貸出債権証券化(以下「ＣＬＯ」という。なお、ＣＬＯは Collateralized Loan Obligation の略)により、

会計上売却処理をした貸出金元本の当連結会計年度末残高は 16,117 百万円であります。なお、当行はＣＬ

Ｏの劣後受益権 2,723 百万円を継続保有し、「貸出金」中の証書貸付に計上しております。 

30．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しており

ますが、その額面金額は 36,704 百万円であります。 

31．担保に供している資産は次のとおりであります。 

  担保に供している資産 

   有価証券          142,361 百万円 

  担保資産に対応する債務 

   預金              8,227 百万円 

   債券貸借取引受入担保金    38,114 百万円 

   その他負債(運用受託金)        60 百万円 

  上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 61,541 百万円

を差し入れております。 

  また、その他資産のうち保証金は 929 百万円であります。 

  なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しておりますが、こ

れにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。 

32．土地の再評価に関する法律(平成10年３月 31日公布法律第 34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評

価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

   再評価を行った年月日           平成 10 年３月 31日 

   同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年３月 31 日

公布政令第 119 号)第２条第３号に定める固定資産税評

価額に基づいて、近隣の公示価格を参酌する等合理的な

調整を行って算出 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額           19,530 百万円 

33．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 14,000 百

万円が含まれております。 

34．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(証券取引法第２条第３項)による社債に対する保証債務

の額は 10,567 百万円であります。 

  なお、当該保証債務に係る支払承諾及び支払承諾見返については、「銀行法施行規則」(昭和 57 年大蔵

省令第 10 号)別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第 38 号平成 19 年４月

17日)により改正され、平成18年４月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、

当連結会計年度から相殺しております。 
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  これにより、従来の方法に比べ支払承諾及び支払承諾見返は、それぞれ 10,567 百万円減少しております。 

35．１株当たりの純資産額   987 円 98 銭 

  「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号平成 14 年９月 25

日)が平成 18 年１月 31 日付で改正され、会社法施行日以後終了する連結会計年度から適用されることにな

ったことに伴い、当連結会計年度から同適用指針を適用し、１株当たりの純資産額は「繰延ヘッジ損益」

を含めて算出しております。これにより、従来の方法に比べ１株当たりの純資産額は２銭減少しておりま

す。 

36．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証券」のほ

か、「商品有価証券」並びに「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。以下 40.まで同様で

あります。 

売買目的有価証券 

  
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

当連結会計年度の損益に 

含まれた評価差額(百万円) 
 

 売買目的有価証券 17,326 △394  

満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当ありません。 

  その他有価証券で時価のあるもの 

  
取得原価 

(百万円) 

連結貸借対照表

計上額(百万円)

評価差額 

(百万円) 

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

 株式 97,755 205,917 108,162 108,602 439 

 債券 757,418 750,035 △7,382 1,424 8,806 

  国債 405,791 399,568 △6,223 262 6,485 

  地方債 126,643 126,027 △615 360 975 

  社債 224,982 224,439 △543 801 1,345 

 その他 385,945 377,273 △8,672 741 9,413 

 合計 1,241,119 1,333,227 92,107 110,767 18,659 

 なお、上記の評価差額から繰延税金負債 34,323 百万円を差し引いた額 57,784 百万円のうち少数株主

持分相当額 143 百万円を控除した額が、「その他有価証券評価差額金」に含まれております。 

37．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券は次のとおりであります。 

    該当ありません。 

38．当連結会計年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。 

  
売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

 その他有価証券 246,612 4,249 1,265 

39．時価のない有価証券のうち、主なものの内容と連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。 

  
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
 

 満期保有目的の債券 ―  

 その他有価証券   

  非上場株式 3,515  

  公募債以外の内国非上場債券 10,943  
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40．その他有価証券のうち満期があるものの期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。なお、満期保

有目的の債券はありません。 

  
１年以内 

(百万円) 

１年超５年以内 

(百万円) 

５年超 10 年以内 

(百万円) 

10 年超 

(百万円) 

 債券 91,478 360,342 247,859 61,299 

  国債 47,431 160,417 150,387 41,331 

  地方債 8,777 48,729 68,520 ― 

  社債 35,269 151,195 28,951 19,967 

 その他 1,089 120,416 154,089 46,515 

 合計 92,567 480,759 401,948 107,814 

41．金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。 

運用目的の金銭の信託 

  
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

当連結会計年度の損益に 

含まれた評価差額(百万円) 
 

 運用目的の金銭の信託 10,993 ―  

満期保有目的の金銭の信託 

該当ありません。 

  その他の金銭の信託 

  
取得原価 

(百万円) 

連結貸借対照表

計上額(百万円)

評価差額 

(百万円) 

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

 
その他の 

金銭の信託 
3,013 3,005 △7 ― 7 

 なお、上記の評価差額に繰延税金資産３百万円を加えた額△４百万円が、「その他有価証券評価差額金」

に含まれております。 

42．使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の社債に１百万円含まれてお

ります。 

43．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場

合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契

約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、836,571 百万円であります。このうち原契約期間

が１年以内のもの(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)が 819,587 百万円あります。 

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが

必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは

ありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、

当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をす

ることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等

の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、

必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

44．当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

  退職給付債務 △39,857 百万円  

  年金資産(時価) 26,234  

  未積立退職給付債務 △13,622  

  会計基準変更時差異の未処理額 ―  

  未認識数理計算上の差異 6,895  

  未認識過去勤務債務(債務の減額) △119  

  連結貸借対照表計上額の純額 △6,846  

     前払年金費用 ―  

     退職給付引当金 △6,846  
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45． 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号平成 17 年 12 月９日)及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号平成 17 年 12

月９日)が会社法施行日以後終了する連結会計年度から適用されることになったこと等から、「銀行法施行

規則」(昭和 57 年大蔵省令第 10 号)別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府

令第 60 号平成 18 年４月 28 日)により改正され、平成 18 年４月１日以後開始する事業年度から適用される

ことになったことに伴い、当連結会計年度から以下のとおり表示を変更しております。 

(1) 「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本、評価・換算差額等及び少数株主持分に区分のうえ表

示しております。 

   なお、当連結会計年度末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は 261,251 百万円であり

ます。 

(2) 純額で「繰延ヘッジ利益」として「その他負債」に計上していたヘッジ手段に係る損益又は評価差額

は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」として相殺表示しております。 

(3) 「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。 

(4) 負債の部の次に表示していた「少数株主持分」は、純資産の部に表示しております。 

(5) 「動産不動産」については、「有形固定資産」、「無形固定資産」又は「その他資産」に区分して表

示しております。 

① これにより、従来の「動産不動産」中の「土地建物動産」については、「有形固定資産」中の「建

物」「土地」「その他の有形固定資産」として、また「建設仮払金」については、「有形固定資産」

中の「建設仮勘定」として表示しております。 

また、「動産不動産」中の保証金権利金のうち権利金は、「無形固定資産」中の「その他の無形

固定資産」に、保証金は、「その他資産」として表示しております。 

② 「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」中の「ソフトウェア」

として表示しております。 

(6) 負債の部に掲記していた「連結調整勘定」は、「負ののれん」として表示しております。これに伴い、

連結調整勘定償却は、従来、「その他経常費用」中「その他の経常費用」で処理しておりましたが、当

連結会計年度からは無形固定資産償却として「経常費用」中「営業経費」に含めております。 

45．銀行法施行規則第 17 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率(国際統一基準)は 12.20％であ

ります。 



(単位：百万円)

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

96,635        

66,417        

貸 出 金 利 息 44,727        

有 価 証 券 利 息 配 当 金 20,906        

コールローン利息及び買入手形利息 452           

預 け 金 利 息 18            

そ の 他 の 受 入 利 息 311           

14,116        

12,029        

4,072         

80,573        

9,126         

預 金 利 息 5,376         

譲 渡 性 預 金 利 息 298           

コールマネー利息及び売渡手形利息 1,231         

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 1,348         

借 用 金 利 息 654           

そ の 他 の 支 払 利 息 215           

3,562         

14,606        

46,044        

7,233         

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,909         

そ の 他 の 経 常 費 用 5,323         

16,061        

2,721         

固 定 資 産 処 分 益 1,581         

償 却 債 権 取 立 益 1,139         

3,383         

固 定 資 産 処 分 損 69            

減 損 損 失 3,313         

15,399        

7,479         

△1,344       

424           

8,839         

法 人 税 等 調 整 額

少 数 株 主 利 益

当 期 純 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

 
平 成 18 年 ４ 月 １ 日 か ら

平 成 19 年 ３ 月 31 日 ま で
連結損益計算書
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注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２．１株当たり当期純利益金額           33 円 41 銭 

３．「その他の経常費用」には、貸出金償却 3,343 百万円、株式等償却 99 百万円を含んでおります。 

４．当連結会計年度において、当行は以下の資産について減損損失を計上しております。 

  なお、連結される子会社及び子法人等の資産のグルーピングについては、全社をひとつの単位として減

損の兆候を判定しておりますが、減損損失の計上はありません。 

  減損損失を認識した資産又は資産グループ及び種類毎の減損損失額 

 地 域 主な用途 種  類 減損損失額 

 滋賀県内 営業用資産(２カ所) 土地・建物・動産 85 百万円 

 滋賀県外 営業用資産(１カ所) 土地・建物・動産 2,176 百万円 

 滋賀県内 共用資産(１カ所) 土地・建物・動産 1,051 百万円 

 上記の資産は、継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下により、資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

  資産グループの概要及びグルーピングの方法 

資産の区分 資産グループの概要 グルーピングの方法 

遊休資産 店舗・社宅跡地等 各々が独立した資産としてグルーピング 

営業用資産 営業の用に供する資産 原則、営業店単位 

ただし、母店との相互補完関係が強い出張所は母

店と一緒にグルーピング 

共用資産 銀行全体に関連する資産 

(本部、事務センター、寮社宅

等) 

銀行全体を一体としてグルーピング 

  回収可能価額 

 当連結会計年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額又は使用価値のいずれ

か高い方の金額であり、正味売却価額は不動産鑑定評価額等より処分費用見込額を控除して、使用価

値は将来キャッシュ・フローを５％で割り引いて、それぞれ算定しております。 

 


